
○宇和島市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例

令和２年３月２５日

条例第２２号

改正 令和４年３月２２日条例第１３号

（目的）

第１条 この条例は、太陽光発電設備の設置が災害の防止をはじめ、自然環境・景観

及び生活環境等（以下「自然環境等」という。）に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電

設備の適正な設置、維持管理及び廃止並びに廃止後の有効な跡地利用を促進し、も

って市民の生命及び財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全し、公共

の福祉に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(１) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第２条第２項の再生可能エ

ネルギー発電設備であって、同条第３項第１号の太陽光を再生可能エネルギー源

とするものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 道路標識等と一体となっているものであって、国又は地方公共団体が設置す

るもの

イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の建築物の屋上等に

設置するもの

ウ 電気事業者その他の者に電気を供給しないもの

(２) 事業 太陽光発電設備を設置（太陽光発電設備の設置に伴う木竹の伐採及び

切土、盛土、埋立て等の造成工事を含む。以下同じ。）して発電を行う事業をい

う。

(３) 事業者 事業を実施する者（契約により事業の実施を請け負う者を含む。）

をいう。

(４) 特定事業 事業のうち、法第９条第４項の経済産業大臣による再生可能エネ

ルギー発電事業計画の認定を受けて実施するものであって、次のいずれかに該当

するものをいう。



ア 発電出力の合計が１０キロワット以上の太陽光発電設備（実質的に同一又は

共同の関係にあると認められる事業者が同時期若しくは近接した時期又は近接

した場所に設置する太陽光発電設備の合算した発電出力が１０キロワット以上

となるもの又は既に事業を実施している事業者が太陽光発電設備の変更を行う

場合であって、当該変更後の発電出力の合計が１０キロワット以上となるもの

を含む。）

イ 事業の用に供する土地の区域（以下「事業区域」という。）における高低差

が１３メートルを超えるもの

ウ 事業区域内の傾斜度が２５度以上のもの

（事業者の責務）

第３条 事業者は、事業の実施に当たり、この条例及び関係法令を遵守し、事業区域

の周辺区域の住民の理解を得るとともに、事業区域の災害の防止及び自然環境等の

保全のために必要な措置を講じなければならない。

２ 事業者は、事業の実施に係る苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解

決に当たらなければならない。

３ 特定事業を実施する事業者は、計画的に資金を積み立てること等により、次に掲

げる費用を確保しなければならない。

(１) 太陽光発電設備の維持管理その他特定事業の実施に要する費用

(２) 太陽光発電設備の撤去その他特定事業の廃止に要する費用

（土地所有者等の責務）

第４条 土地の所有者、占有者及び管理者は、災害の発生を助長し、又は自然環境等

を損なうおそれがある事業を行う事業者に対して、土地を使用させることのないよ

う努めなければならない。

（事業禁止区域）

第５条 何人も、次に掲げる区域（当該区域に事業区域の一部が含まれる場合におけ

る当該事業区域の全部を含む。以下「事業禁止区域」という。）において、事業を

実施してはならない。

(１) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第２号に規定する国立公園

及び同条第４号に規定する都道府県立自然公園の区域



(２) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１１条第１項第２号に規定する

公園及び緑地として都市計画に定めた区域のうち未供用区域の地域（国又は地方

公共団体等が所有する区域を除く。）

(３) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１

２年法律第５７号）第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第９条第

１項に規定する土砂災害特別警戒区域

(４) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地す

べり防止区域

(５) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(６) 都市計画法第８条第１項第１号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第

一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域

（特定事業の許可）

第６条 事業禁止区域外において特定事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ

当該特定事業に係る規則で定める事業計画（以下「事業計画」という。）を定め、

市長の許可を受けなければならない。

２ 前項の許可の申請は、次条第１項の規定による市長との協議を終えた日から６月

を経過した日までに行われなければならないものとし、６月を経過した日以後にな

された申請は、同項の規定による協議が行われていないものとする。

（事前協議）

第７条 前条第１項の許可の申請をしようとする事業者（以下「申請予定者」という。）

は、あらかじめ規則で定めるところにより、事業計画について市長と協議しなけれ

ばならない。

２ 申請予定者は、太陽光発電設備を設置しようとするときは、当該太陽光発電設備

を設置しようとする日の６０日前までに前項の規定による協議を行わなければなら

ない。

（周辺住民等への事前周知）



第８条 申請予定者は、規則で定めるところにより特定事業の事業区域の周辺住民等

（以下「周辺住民等」という。）に対し説明会を開催し、事業計画を周知しなけれ

ばならない。

２ 周辺住民等は、申請予定者から前項の説明会の開催の申出があったときは、誠意

をもって対応することとする。

３ 申請予定者は、周辺住民等から事業計画に係る意見の申出があったときは、規則

で定めるところにより、その者と誠意をもって協議しなければならない。

４ 申請予定者は、第１項の周知及び前項の協議の状況について、規則で定めるとこ

ろによりその結果を市長に報告しなければならない。

（地元団体等からの意見聴取）

第９条 申請予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等で構成される地元団

体等（以下「地元団体等」という。）と事業計画について協議し、意見を聴取しな

ければならない。

２ 地元団体等は、申請予定者から前項の協議の申出があったときは、誠意をもって

対応することとする。

３ 申請予定者は、第１項の協議の状況について、規則で定めるところによりその結

果を市長に報告しなければならない。

（事前協議内容の変更）

第１０条 申請予定者は、第７条第１項の規定による協議を行った事業の内容を変更

しようとするときは、書面により市長と改めて協議しなければならない。ただし、

変更しようとする内容が規則に定める軽微なものであるときは、この限りでない。

２ 申請予定者は、前項の規定による協議を行う前に周辺住民等及び地元団体等に対

して、変更しようとする内容等を説明しなければならない。

３ 第８条及び前条の規定は、前項の場合について準用する。

（協定の締結）

第１１条 申請予定者は、発電出力の合計が５０キロワット以上の太陽光発電設備（実

質的に同一又は共同の関係にあると認められる事業者が同時期若しくは近接した時

期又は近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した発電出力が５０キロワッ

ト以上となるもの又は既に事業を実施している事業者が太陽光発電設備の変更を行

う場合であって、当該変更後の発電出力の合計が５０キロワット以上となるものを



含む。）を設置しようとする場合は、第９条第１項の規定による協議及び意見聴取

を行った後に、当該地元団体等と書面による協定を締結しなければならない。

２ 申請予定者は、地元団体等と前項の協定を締結した後に事業の内容を変更しよう

とする場合は、当該地元団体等と改めて協議するとともに、当該協定を見直さなけ

ればならない。

３ 申請予定者は、太陽光発電設備を第三者に譲渡し、又は貸し付けようとするとき

は、譲り受ける者又は借り受ける者に対し、第１項の規定により締結した協定の効

力を承継させなければならない。

（許可の基準等）

第１２条 市長は、第６条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容

が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条第１項の許可

をしてはならない。

(１) 第６条第２項の規定により申請を行った事業者が次のいずれにも該当するこ

と。

ア 特定事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められること。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過していな

い者の統制下にないこと。

ウ 特定事業の実施に当たり違法又は不正な行為をするおそれがあると認めるに

足りる相当の理由がないこと。

エ 第１９条の規定により許可を取り消されている場合は、その取消しの日から

５年を経過していること。

(２) 事業計画が、規則で定める基準に適合するものであること。

２ 市長は、第６条第１項の許可に当たり、災害の防止及び自然環境等の保全のため

に必要な条件を付することができる。

（工事着手の届出）

第１３条 第６条第１項の許可を受けた事業者（以下「特定事業者」という。）は、

太陽光発電設備の設置工事（事業区域を工区に分けたときは、工区に係る設置工事。



以下同じ。）に着手するときは、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に届

け出なければならない。

（工事完了の検査）

第１４条 特定事業者は、前条の設置工事を完了したときは、規則で定めるところに

より市長の検査を受けなければならない。

２ 市長は、前項の検査の結果、当該設置工事が第６条第１項の許可の内容に適合し

ていると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を前項の検査を受けた

特定事業者に通知するものとする。

（変更の許可等）

第１５条 特定事業者は、第６条第１項の許可に係る事業計画を変更しようとすると

きは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

２ 第７条から前条までの規定（第７条から第１０条までの規定は、事業計画の変更

が災害の防止又は自然環境等の保全に及ぼす影響を勘案し、市長が必要と認める場

合に限る。）は、前項の許可について準用する。

（地位の承継）

第１６条 特定事業者の相続人その他の特定事業を承継する者は、被承継人が有して

いた第６条第１項の許可（前条第１項の許可を含む。次項において同じ。）に基づ

く地位を承継する。

２ 特定事業者から事業区域内の太陽光発電設備の所有権その他特定事業を実施する

権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該特定事業者が有していた第６条第

１項の許可に基づく地位を承継することができる。

（保全義務）

第１７条 特定事業者は、災害の防止又は自然環境等の保全における支障が生じない

よう、特定事業により設置された太陽光発電設備及び事業区域について、常時安全

かつ良好な状態を維持しなければならない。

（命令）

第１８条 市長は、第５条の規定に違反して事業を実施した事業者及び第６条第１項

若しくは第１５条第１項の許可を受けずに特定事業を実施し、又は第１２条第２項

の規定により許可に付した条件若しくは前条の規定に違反した特定事業者に対して、

当該事業若しくは当該特定事業の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、当該事業



若しくは当該特定事業に伴う災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な措置

を講ずることを命ずることができる。

（許可の取消し）

第１９条 市長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第６条第１

項又は第１５条第１項の許可を取り消すことができる。

(１) 偽りその他不正な手段により、第６条第１項又は第１５条第１項の許可を受

けたとき。

(２) 第６条第１項又は第１５条第１項の許可に付した条件に違反したとき。

(３) 第６条第１項又は第１５条第１項の許可を受けた日から起算して１年を経過

した日までに太陽光発電設備の設置工事に着手しなかったとき。

(４) 太陽光発電設備の設置工事に着手した後に、１年以上引き続き工事を施行し

ていないとき。

(５) 第１２条第１項第１号の規定に該当しないと認められるに至ったとき。

(６) 第１５条第１項の許可を受けずに事業計画を変更し、特定事業を実施したと

き。

(７) 前条の規定による命令に違反したとき。

(８) 法第１４条又は第１５条の規定により、法第９条第４項の経済産業大臣によ

る再生可能エネルギー発電事業計画の認定の効力を失い、又は取り消されたとき。

（処分等に関する意見聴取）

第２０条 市長は、次に掲げる命令又は処分（以下「処分等」という。）をしようと

する場合は、当該処分等に係る事業者に対し、あらかじめ期日、場所及び内容につ

いて通知した上で、当該事業者から意見の聴取をしなければならない。ただし、事

業者が意見の聴取に応じない場合は、意見の聴取を行わないで処分等を行うことが

できる。

(１) 第１８条の規定による停止命令又は措置命令

(２) 前条の規定による許可の取消し

２ 前項の意見の聴取に係る手続について必要な事項は、市長が別に定める。

（特定事業の廃止等）

第２１条 特定事業者は、特定事業を廃止しようとするときは、法第１１条の規定に

よる事業の廃止の届出の前に市長に届け出なければならない。



２ 特定事業者は、前項の規定による届出を行ったときは、事業計画に基づく適正な

措置を講じなければならない。

（指導及び助言）

第２２条 市長は、事業者に対し、事業の適正な実施のために必要な指導及び助言を

行うものとする。

（報告の徴収及び立入調査）

第２３条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第５条の規定に違反して

事業を実施したと認められる事業者及び第６条第１項若しくは第１５条第１項の許

可を受けずに特定事業を実施し、又は第１２条第２項の規定により許可に付した条

件若しくは第１７条の規定に違反したと認められる特定事業者に対して、報告若し

くは資料の提出を求め、又は市長の指定した職員に事業区域に立ち入らせて必要な

調査をさせることができる。

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。

（勧告）

第２４条 市長は、第６条第１項若しくは第１５条第１項の許可を受けずに特定事業

を実施し、又は第１２条第２項の規定により許可に付した条件若しくは第１７条の

規定に違反したと認められる特定事業者に対して、相当の期限を定めて、当該特定

事業に伴う災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を講ずることを勧

告することができる。

（公表）

第２５条 市長は、第１８条の規定による命令、第１９条の規定による許可の取消し

又は前条の勧告（以下「命令等」という。）を行ったときは、当該命令等の内容そ

の他規則で定める事項を公表することができる。

（関係機関等との情報共有）

第２６条 市長は、第１８条の規定による命令に違反し、又は第２４条の勧告に従わ

ない事業者及び市長が特に必要と認めた事業者について、国、愛媛県その他関係機



関（以下「関係機関等」という。）に対して必要な情報を提供し、又は関係機関等

から必要な情報の提供を受けることができる。

（委任）

第２７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和２年７月１日から施行する。

（第３条第３項の費用の確保に関する経過措置）

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に太陽光発電設備の設置

工事に着手している特定事業（太陽光発電設備の設置を完了している特定事業を含

む。以下同じ。）に係る第３条第３項の規定の適用については、同項中「確保しな

ければならない」とあるのは、「確保するように努めなければならない」とする。

（第５条の事業禁止区域に係る経過措置）

第３条 施行日前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、

同日以後に事業計画の変更が行われるまでの間は、第５条の規定は、適用しない。

（第６条第１項の事業計画に係る経過措置）

第４条 次条第１項の規定の適用を受ける特定事業については、この条例の施行の際

に特定事業を実施している事業者が有していた事業計画を第６条第１項に規定する

事業計画であるとみなして、この条例の規定を適用する。

２ 市長は、この条例の施行の際に特定事業を実施している事業者が有していた事業

計画の内容等を把握するため、第２３条第１項の規定による報告若しくは資料の提

出の求め又は立入調査の権限を適切に行使するものとする。

（第６条第１項の特定事業の実施に係る許可についての経過措置）

第５条 施行日前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、

第６条第１項の許可を受けていないことをもってこの条例に違反しているものとは

扱わないものとする。

２ 前項の規定により第６条第１項の許可を受けていないことをもってこの条例に違

反しているものとは扱わないものとされた特定事業について、施行日以後に事業計



画の変更が行われるときは、第１５条第１項の規定による事業計画の変更の許可を

受けなければならないものとする。

３ 前項の規定により第１５条第１項の規定による事業計画の変更の許可を受けた場

合においては、その許可を受けた特定事業を実施している事業者は、第１６条から

第２０条まで、第２４条及び第２５条の規定の適用に当たっては、特定事業者であ

るものとみなす。

（第１２条第１項の許可基準の遵守に関する経過措置）

第６条 施行日前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、

同日以後に事業計画の変更が行われるまでの間は、第１２条第１項の規定は、適用

しない。

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日以後は、第１２条第１項に規定する許

可基準の趣旨を考慮して、前項の規定の適用を受ける特定事業について、第２２条

の規定による指導及び助言を行うことができるものとする。

（第２１条の特定事業の廃止に係る届出等についての経過措置）

第７条 第２１条の規定は、太陽光発電設備の設置工事に着手した時期にかかわらず、

全ての特定事業を実施している事業者について適用するものとする。

（第２６条の関係機関等との情報共有についての経過措置）

第８条 第２６条の規定は、太陽光発電設備の設置工事に着手した時期にかかわらず、

全ての事業者について適用するものとする。

附 則（令和４年３月２２日条例第１３号）

この条例は、令和４年４月１日から施行する。


